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新型コロナウイルス感染症患者発症時の報告目安

ア 同一感染症若しくは食中毒による又はそれらによると疑われ
る死亡者又は重篤患者が1週間に2名以上発生した場合

イ 同一感染症若しくは食中毒による又はそれらが疑われる者が
10名以上または利用者の半数以上発生した場合

ウ ア及びイに該当しない場合であっても、通常の発生動向を上
回る感染症等の発生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認
めた場合

社会福祉施設等による感染症発生時に係る報告について
令和５年４月2８日 厚生労働省健康局長通知



集団感染時の報告内容
１）発生状況

・累計発症者数（利用者及び職員）
・在籍者数 （利用者及び職員）
・重症者の有無

２）発生経過
・初発患者から感染の拡がり
・入所者の体調
・治療薬の投与状況
(ラゲブリオカプセル、パキロビット、ベクルリー等）

・施設内の検査実施状況



３）感染予防・感染拡大防止対策
・主管課への報告
・嘱託医への報告の有無、指示内容
・感染対策の内容
・感染対策委員会の開催、感染対策マニュアルの有無
・施設の運営状況

（ショートステイ、デイサービス、リハビリ、面会等）
・ゾーニング等を含めた施設内の感染対策
・ワクチン接種状況

４）提出をお願いする書類
・感染症の発生経過報告様式
（香川県ホームページ ページID：7113 ）

https://www.pref.kagawa.lg.jp/kansensyo/kansensyoujouhou/shisetu_oshir
ase.html

・入所者の居室図面



５）その他
・DNARの確認

・急変時の受け入れ医療機関が変
わってきます。いざという時では
なく、話ができるときに、話をし
ておきましょう。

＊ DNAR（Do Not Attempt 
Resuscitation）とは、心停止又は
呼吸停止に陥った患者に対して蘇生
の処置を試みないよう記載した医師
の指示書





終息するまでの報告内容
・感染症の発生経過報告様式

最後の新規陽性者が確認されて、７～１０日間経過し、新たな陽
性者が出なくなるまで毎日、報告書の提出をお願いします。
感染の拡がりがり等について確認させていただきます。

・土日祝日は休み明けにまとめてご報告をお願いします。ただし、
コロナウイルス感染症が直接の原因となる死亡者が出た場合は
速やかにご連絡をお願いいたします。

＊集団感染発生時の新型コロナが直接死因となる場合は、施設公表の対象と
なる場合があります。



よくある質問
Q 集団感染で報告が必要な場合は。入所者(利用者）で10名を

超えた場合か？職員も含め10名を超えた場合か？

A 同一感染症又はそれらが疑われる者が10名以上または利用者
の半数以上発生した場合で、感染源が同じであると考えられ
る場合は職員の陽性者の人数も含めてください。



相談窓口
• 陽性患者の体調面については、嘱託医にご相談ください。

香川県新型コロナウイルス健康相談コールセンター
０５７０－０８７－５５０
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